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Ⅰ．特　報

「点検・整備で当たるけん！
キャンペーン2017」（６月〜11月）
　　　　開催のお知らせ

定期点検整備の促進及び会員事業場への入庫促進を図るために、平成29年度 懸賞付定

期点検整備促進キャンペーンを、「点検・整備で当たるけん！キャンペーン2017」と題

して実施いたします。

今回も、定期点検を受けたお客様と３千円以上の用品・部品を交換または購入されたお

客様を対象に、抽選で毎月30名様、合計で180名様に、１万円分の点検整備サービス券

を進呈します。会員の皆様におかれましても主旨・目的をご理解のうえ、事業場でのポス

ターの掲示や、ＤＭによるお客様へのご案内等、キャンペーンにご参加いただきますよう

お願い申し上げます。

見　本

見本

見本
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【  実　施　要　領  】
１．実施期間
　　平成29年６月１日（木）～平成29年11月30日（木）

２．応募資格
　　（１）会員事業場において定期点検整備を実施された方
　　　　①　対象車種及び点検の内容（事業用自動車は除きます。）

自家用軽自動車
１年点検自家用乗用車

自家用小型二輪車（250cc 超）
自家用小型貨物車 ６ヶ月点検

　　　　②　対象の基本点検料
基本点検料3,000円以上のものを対象とし、無償のものは除きます。
ただし、定期点検整備実施によるご応募は、１台につき１回のみのご応募とし
ます。

　　（２）会員事業場において部品・用品の交換または購入された方
　　　　①　１回に3,000円以上ご利用の方

②　部品・用品の交換または購入による応募は、交換・購入ごとに１回応募する
ことができます。ただし、１回の整備作業工程で修理部品交換が複数あった場
合でも１回のご利用とみなします。

③　一度応募しても、実施期間中に再度3,000円以上の部品・用品の交換・購入
があればその都度応募することができます。

④　実施期間中に、当選した『点検整備サービス券』のご利用があった場合、ご
利用金額が3,000円以上であれば再応募できます。

３．賞　品

額面1万円の『点検整備サービス券』が

毎月30名、合計で180名様に当たります！

４．応募方法（お客様が直接振興会に応募することはできません）
　　（１）専用応募用紙によるご応募

　専用応募用紙は情報誌やホームページに掲載してあるものを、コピーまたは印刷
してご利用ください。
　必要事項を全て応募用紙に記入し、毎月１か月分をまとめて振興会事務局宛に郵
送、ＦＡＸまたはお持込等でお届けください。

　　（２）振興会ホームページからのご応募
　キャンペーン特設ページに応募フォームを掲載しますので、応募フォームよりご
応募ください。 
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５．応募締め切りおよび抽選
（１）毎月の応募締め切りは、翌月５日（振興会休業日の場合は、翌業務日）とします。
（２）最終の応募締め切りは、平成29年12月８日（金）までとします。
（３）抽選は、応募を締め切った月の中旬に行います。

６．当選発表および賞品の進呈
　毎月の抽選後、当選者の該当する事業場へ当選通知を送付し、数日後に、当選者に対
し当選通知と共に『点検整備サービス券』を郵送します｡

７．告知方法
（１）期間中、テレビでＣＭを放送し告知します。
（２）情報誌に掲載し、振興会ホームページに特設サイトを公開します。
（３）会員事業場にＤＭ用ハガキを30枚ずつ無料でお送りしますので、お客様へのご

案内をお願いします。ＤＭ用ハガキは、印刷用画像を振興会ホームページに公開
しますので、追加で必要な場合は印刷してご利用ください。

８．印刷画像のダウンロードおよび応募フォームのご利用
　ホームページに公開した印刷画像をダウンロードする際または応募フォームをご利用
になる際には、次のＩＤ、パスワードを入力してご利用ください。

ＩＤ：easpa　　パスワード：9562181　　（共に半角英数）

９．『点検整備サービス券』の取り扱いについて
　　（１）お客様のご利用方法

①　『点検整備サービス券』は次回のご来店から使用できます。（車検・点検整備・
一般整備・オイル交換・部品用品購入等）

②　お客様のご利用期限は当キャンペーン終了から13か月《平成30年12月31
日（月）》とします。（有効期限をサービス券の表面に表示します。）

③　『点検整備サービス券』はどちらの会員事業場でもご利用可能です。

　　（２）会員事業場の対応方法
①　お客様から『点検整備サービス券』の提示があった場合は、額面金額を売上

費用から差し引いてください。
②　『点検整備サービス券』のご利用があったときは、サービス券の裏面に必要
事項をご記入の上、振興会にサービス券を持ち込み換金してください。

③　上記換金の期限は平成31年１月31日（木）までとします。（換金有効期限を
サービス券の裏面に表示します。）

④　『点検整備サービス券』は、会員事業場において現金と引き換えはできません。
ただし、表示金額以下のご利用の場合の釣り銭の返金は、事業場の判断にお任
せします。
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点検・整備で当たるけん！
キャンペーン2017 応募用紙

１．登録番号（定期点検車両）
　　　　または
２．購入部品・用品名

点検・整備で当たるけん！
キャンペーン2017 応募用紙

１．登録番号（定期点検車両）
　　　　または
２．購入部品・用品名

点検・整備で当たるけん！
キャンペーン2017 応募用紙

１．登録番号（定期点検車両）
　　　　または
２．購入部品・用品名

点検・整備で当たるけん！
キャンペーン2017 応募用紙

１．登録番号（定期点検車両）
　　　　または
２．購入部品・用品名
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Ⅱ．試験・講習会・研修会等のご案内
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重要!!

車積載車による

『事故車等の排除業務に係る
  有償運送許可のための研修会』 

車積載車により道路上の事故車・故障車を排除する業務については、二次災害の防止および

交通渋滞の回避等の公共の福祉を確保するために、一定の条件のもと国土交通大臣の許可を受

けて、自家用自動車（白ナンバー）による有償運送が可能となっています。この許可を受ける

ためには研修の受講が必要であり、当会は研修実施団体である日整連からの委託を受け実施し

ております。

今年度は、下表のとおり開催いたしますのでご案内いたします。

なお、下表の開催日程で終了となり、追加講習の予定はございませんので、受講を希望され

る方はご留意いただきますようお願いいたします。

記

１．開催日時、場所等

開　催　日　時 支部 講　習　場　所 定員

６月28日（水）10：00～16：00 今治 今治市越智郡自動車整備事業協同組合 50名

７月13日（木）10：00～16：00 南予 南予支部技能研修センター 50名

７月22日（土）10：00～16：00 中予 愛媛県自動車整備振興会 100名

７月24日（月）10：00～16：00 西予 西予支部研修センター 50名

７月26日（水）10：00～16：00 東予 東予自動車会館 50名

２．講　　　師　　整備振興会　職員

３．受講対象者　　①　有償運送許可を新たに受けようとする方
	 　（許可期間が切れた方も含みます。）

②　個人事業者の方で、平成29年７月～平成30年６月までに事業承継を検
討している方

４．会員受講料　　５，５００円

　　　　　　　　　　　研　修　費　　　　　５，０００円（税込）

　　　　　　　　　　　テキスト代（第三版）　　５００円（税込）

※テキストが２冊以上必要な場合は、追加で必要な冊数を申込書にご
記入ください

５．お申し込み方法

　７ページの参加申込書に必要事項をご記入の上、振興会・指導課までＦＡＸしてください。



— 7 —

６．申し込み締め切り

　　今治支部：平成29年６月19日（月）
　　そ の 他：平成29年７月７日（金）

７．研修当日の持参物
①　申請するお車の有効な自動車検査証（写）
　　（注）使用する車は、車積載車、クレーン付き貨物車等であること。

　　　　 （レッカー車による牽引は対象外です。）
②　申請するお車に加入している任意保険の証書（写）
　　（注）申請するお車に対人賠償無制限の任意保険を締結していることが必要です。
③　委任状（８ページをコピーして内容ご記入の上、研修当日にご持参ください。）

④　申請するお車の所有者（または使用者）が申請者と異なる場合（例：申請者が法人で

所有者が代表者個人の場合）は、９ページの使用承諾書をご用意ください。

・・・・・　自家用有償運送許可・取得研修会　参加申込書　・・・・・
振興会・指導課　行き　　ＦＡＸ　０８９－９５６－２１８８
（許可証をお持ちの方は、許可期間をご確認の上お申し込みください。）

認 証 番 号 ７０－　　　　　　　　　　　　　　　　

事 業 場 名

事 業 者 名
（個人の場合は代表者名、法人の場合は社名及び代表取締役氏名）

事 業 者 住 所
（個人の場合は代表者の現住所、法人の場合は法人登記の本店所在地）

Ｔ Ｅ Ｌ
Ｆ Ａ Ｘ

参 加 者 氏 名

申請するお車
の 登 録 番 号

（例）愛媛100さ4249

テキストは１冊ご用意します。
２冊以上必要な場合は、追加で必要な冊
数をご記入ください。

追加冊数　　　　　　　　　　　　冊

（注）許可申請に必要な書類作成のため、正確にご記入ください。
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愛媛29－　　　　　　号

平成　　　年　　　月　　　日

（研修実施団体名）
一般社団法人　日本自動車整備振興会連合会　 殿

 （排除業務事業者名）

 　　　　住　　　　所　

 　　　　氏名又は名称　

 　　　　代 表 者 名 印

自家用自動車有償運送許可申請委任状

　事故車等を緊急排除するため、自家用自動車の有償運送許可の申請を委任いたします。

記

　　　許可申請車両

自動車登録番号等

車 名

最 大 積 載 量

※　添付書類

　　　①任意保険等の証書（写）

　　　②自動車検査証（写）
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使　用　承　諾　書

　下記の車両を　氏 名 ： 　　　　　　　　　　　　　　　　　が、

車積載車による事故車及び故障車の排除業務に係る有償運送に使用す

ることを承諾します。

記

自動車登録（車両）番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　平成　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　住　所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　氏　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　印
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愛媛29－　　　　　　号

平成　　　年　　　月　　　日

（研修実施団体名）
一般社団法人　日本自動車整備振興会連合会　 殿

 （排除業務事業者名）

 　　　　住　　　　所　

 　　　　氏名又は名称　

 　　　　代 表 者 名 印

自家用自動車有償運送許可申請委任状

　事故車等を緊急排除するため、自家用自動車の有償運送許可の申請を委任いたします。

記

　　　許可申請車両

自動車登録番号等

車 名

最 大 積 載 量

※　添付書類

　　　①任意保険等の証書（写）

　　　②自動車検査証（写）

空白

【個人の場合】
  代表者の氏名、現住所（自宅）

【法人の場合】
  社名、法人登記の本店所在地
  代表取締役氏名 【個人の場合】認印

【法人の場合】社印

検査証どおりに
ご記入ください

記載例
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使　用　承　諾　書

　下記の車両を　氏 名 ： 　　　　　　　　　　　　　　　　　が、

車積載車による事故車及び故障車の排除業務に係る有償運送に使用す

ることを承諾します。

記

自動車登録（車両）番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　平成　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　住　所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　氏　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　印

検査証の所有者（使用者）
氏名及び住所

記載例

（申  請  者）
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Ⅲ．国土交通省、自動車技術総合機構、軽自動車検査協会からお知らせ

軽自動車検査協会からお知らせ

 受検者の皆様へ

検査機器校正日程のお知らせ

　自動車検査機器の安全性確保並びに機能維持のために、校正作業を

下表の日程で行います。

　なお、校正作業中のコースは閉鎖されるため、受検できない
自動車 がありますので、ご注意ください。

☆校正作業日程表

日　程 校正作業コース 校正中受検できない自動車

６月７日（水） 第１コース なし

６月８日（木） 第２コース・重量計
改造自動車、構造変更等、
重量測定が必要な自動車

　ご迷惑をおかけしますが、適正検査のためにご協力をお願

い致します。

軽自動車検査協会愛媛事務所長
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Ⅳ．お知らせコーナー

自動車用普通騒音計の検定（校正）は５年毎の受検が義務付けられておりますが、今年

度も一般財団法人日本品質保証機構（以下、ＪＱＡといいます。）による移動検定が下記

のとおり実施されます。受検対象となる事業場には、５月中旬頃にＪＱＡから検定のご案

内が届きますので、必ず受検していただきますようお願い申し上げます。

なお、今年度の受検対象となる事業場は、『検定有効期間の満了する日』が平成29年６

月～平成30年５月までの騒音計をお持ちの事業場となりま

す。この検定を受検しないで検定の有効期間が満了した場合

は指定扱いができなくなるとともに、ＪＱＡに騒音計を送っ

て受検していただく必要がありますので、ご注意ください。

実　施　日：平成29年６月１日（木）午後から

	 　　　　　　　　　６月２日（金）午前まで

場　　　所：振興会・技能センター

検　定　料：１８，３００円

《騒音計の検定に関するお問い合わせ》

ＪＱＡ 関西試験センター 計器検定課

ＴＥＬ　０７２－９６６－７２００

一　　般
社団法人 愛媛県自動車整備振興会／指導課

ＴＥＬ　０８９－９５６－２１８１

機械に張り付けられたラベ
ルをご確認ください。
上の段が検査を受けた年
月、下の段が検査が切れる
年月です。

（例）

指定工場の皆さん必読！！
【騒音計の巡回検定のお知らせ】

日程に変更が

あります。
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「環境に優しい自動車関係事業場表彰」
平成29年度 愛媛運輸支局長表彰 及び

四国運輸局長表彰 募集のお知らせ

１．愛媛運輸支局長表彰について

　環境保全・資源循環型社会の形成に向けて、「愛媛県使用済自動車等適正処理推進協議会」の推

薦基準により、ＣＯ₂排出量削減の取組み、使用済自動車の適正処理、産業廃棄物の適正処理、リサ

イクル部品の活用促進などの環境対策に積極的に取組み特に優良な事業場を、平成29年度「環境に

優しい自動車関係事業場 愛媛運輸支局長表彰」に推薦いたします（表彰式は、９月上旬開催予定）。

環境対策への取組みをＰＲすることは、事業場のイメージ向上と顧客誘致にも繋がると考えられま

す。当表彰の推薦を希望する方は、下記の要領でお申し込みください。

　なお、平成24年度まで実施されました「環境保全優良事業場表彰」を一度受けている事業場も、

この「環境に優しい自動車関係事業場表彰」に新たに申し込むことが可能です。

注１）審査基準に「年間のＣＯ₂排出量の把握」の項目があり、申請事業場は、平成28年４月１日

～平成29年３月31日までの１年間のＣＯ₂排出量の把握が必要です。把握の方法としては、

日整連「環境家計簿システム」を利用して「電気・都市ガス・ＬＰガス・灯油・ガソリン・

軽油・重油」の使用量を入力すると、自動的にＣＯ₂排出量を算出することができます。

　　　なお、「環境家計簿システム」には１年分をまとめて入力することも可能です。

注２）申告書の各項目の実施基準等については、別紙１「環境対策優良事業場審査基準」（17ペー

ジ）をご参照ください。実施基準全項目をクリアしなければ、この表彰を受けることがで

きないことを申し添えます。

注３）関係法令等の遵守状況が良好であることが必要です。

（１）表彰日までの過去３年間、運輸局長の文書警告以上の処分または表彰日までの過去２年間、

運輸支局長の文書警告以上の処分を受けていないこと。

（２）環境問題、公害問題に関し苦情がないこと。

（３）その他、事業に関する法令違反がないこと。

２．四国運輸局長表彰について

　愛媛運輸支局長表彰（旧基準、新基準を問わず）を受賞した事業場は、四国運輸局長表彰の対象

になります。
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　四国運輸局長表彰は、表彰審査対象年度におけるＣＯ₂排出量が愛媛運輸支局局長表彰審査対象年

度または運輸局長表彰審査対象年度の前年度と比較して、削減されていることが条件となっていま

す。（削減されていない場合、経過理由書が必要です。）

　四国運輸局長表彰を希望する方は、まずは振興会・指導課までお問い合わせください。

３．募集要領について

①　申込方法（提出書面）及び提出先

　　（イ）　 別紙２「環境に優しい自動車関係事業場申告書」（21～22ページ）

　　（ロ）　「第２号様式　事業等概要書」（20ページ）

　　　　※（イ）、（ロ）は、コピーしてご利用ください。

　　（ハ） 　ＣＯ₂排出量がわかる書面（環境家計簿のページのコピー等）

※上記（イ）（ロ）（ハ）を下記のうち所属している団体までご提出ください。所属団体が重複し

ている場合は、事業者の希望によりいずれか一団体へご提出ください。

愛媛県使用済自動車等適正処理推協議会構成団体

( 一社 ) 愛媛県自動車整備振興会	

( 一社 ) 日本自動車販売協会連合会	愛媛県支部

愛媛県軽自動車協会

愛媛県中古自動車販売商工組合

愛媛県自動車車体整備協同組合

四国自動車電装品整備商工組合	愛媛支部

②　申込締切日

　　平成29年６月９日（金）

③　審査及び現地調査

　　書面審査後、協議会検討委員による現地審査が行われます。

問合せ・連絡先　　振興会／指導課

ＴＥＬ　０８９－９５６－２１８１
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～日整連「環境家計簿システム」のご利用方法～

①「環境家計簿」のバナー
をクリック！

①

② 「環境家計簿説明書」をご一読のうえ ･･･、
③『環境家計簿』をご利用ください。

②　　　　③
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区分 項　　目 基　　　　　準

総
　
則

　　環境問題等に積極
的に取り組み、循
環型社会の形成に
寄与している

（１）環境問題、公害問題に積極的に取り組んでいる。
（２）環境統括責任者及び担当部署を決めている。

CO2

排
出
量
の

把
握

　　環境家計簿等の活
用ができている

（１）環境家計簿等を活用し、過去１年間の CO2の排出量を把握し
ている。

（２）電気、ガス、（都市ガス、ＬＰガス）、ガソリン、灯油、軽油、
重油、入庫台数（整備のための入庫車両数）等エネルギー使
用料等を把握している。

CO2
排
出
量
の
削
減
に
繋
が
る
取
組

１　エアコンプレッサ
の圧縮エア漏れの
防止対策ができて
いる

配管、リール、ホース、カプラなど定期的なエア漏れの点検
実施と適切な処理をしている。

２　洗車時の節水の実
行体制ができてい
る

（１）定期的な水漏れの点検実施と適切な処理をしている。
（２）こまめな止水と効率的な洗車をしている。

３　温水洗車機の灯油
の使用量の削減体
制ができている

（１）不要な温水停止と必要に応じた温度の調節をしている。
（２）効率的な洗車をしている。

４　適切な室温の設
定・管理体制がで
きている

（１）室温を夏28℃、冬は20℃に設定している。
（２）空調の運転時間の見直しをしている。

５　照明電力の削減の
実施体制ができて
いる

間引き照明をしている。

６　省エネ機器の活用
体制ができている

買い換えるときは、エネルギー効率の良い機器を選択してい
る。（エアコンプレッサ、洗車機、給湯器、エアコン、照明機
器、リフト、自動販売機などの省エネ機器）

７　不要な電源オフの
実行体制ができて
いる

昼休みなど電源ＯＦＦをしている。

８　待機電力の削減体
制ができている コピー機やパソコンの省エネ機能を活用している。

広
　
報

１　CO2削減に効果の
ある点検整備につ
いて

ポスター、チラシ、口頭等の広報をしている。

使
用
済
自
動
車
の
処
理

①電子マニフェストを
利用し、適正な報告
をしている

１．引取業者として、地方自治体等に登録をしている。
２．自動車リサイクルシステムに登録をし、電子マニフェストによ

り引取報告（引き取った日から５日以内）、引渡報告（引取報
告日から30日以内、引き渡した日から５日以内）を適正に行っ
ている。

②引取業者としての具
体的な実務ができて
いる

１．カーエアコン、エアバッグ類の装備の有無について実車を見て
確認している。

２．自動車リサイクルシステムにアクセスした後、車検証などを参
照に、引取車両の装備状況の確認並びにリサイクル料金の預託
状況を確認している。

３．リサイクル券〔Ｂ券〕に必要事項を記入し、最終所有者に引取
証明書を交付している。

４．フロン類回収業者への引渡しが確実に行われている。

環境対策優良事業場審査基準
別紙１
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使
用
済
自
動

車
の
処
理

③自動車リサイクル法
への対応ができてい
る

　　フロン類の回収を行う場合はフロン回収機を備え、地方自治体
等にフロン類回収業の登録をしていること。同様に部品取りを
行う場合は解体業（県等）の許可を受ける等、自動車リサイク
ル法を遵守し業務を適切に行っている。

廃
棄
部
品
等
の
処
理

①収集運搬業者、中間
処理業者と契約して
いる

１．産業廃棄物処理法に基づき収集運搬処理業者、中間処理業者と
の委託契約ができている。

２．行政の許可証の内容（廃棄物の種類、事業区分、処理能力、許
可条件、有効期間）

②マニフェストを交付
し、適正に処理して
いる

１．金属類、廃プラスチック、廃ガラス、ＬＬＣ、燃料、廃バッテ
リー等の処理を上記契約業者に委託し、処理の際にマニフェス
トを適正に交付している。

③産業廃棄物を分別
し、保管している

１．産業廃棄物を種類ごとに分別し、保管している。
２．保管場所は次の要件を備えていること

・周囲に囲いがあり、コンクリート等により地下浸透防止対策
を施している。

・屋根等を取り付け、雨水対策をしている。
・保管場所には廃棄物等の置き場である旨を表示し、且つ、保

管責任者及び産業廃棄物の種類を表示している。

④廃タイヤを適正回収
ルートで処理してい
る

　　タイヤ販売店などで構成する適正回収ルートで処理している。
又はマニフェストを使用し適正に処理している。

⑤廃バッテリーを適正
回収ルートで処理し
ている

　　自動車電装品販売店で構成する適正回収ルートで処理してい
る。又はマニフェストを使用し適正に処理している。

⑥廃塗料を適正回収
ルートで処理してい
る

１．マニフェストを使用し適正に処理している。
２．塗料からシンナーを取り除く装置を保有している。

環
境
保
全
の
向
上

①自動洗車機の設置届
出をしている

１．自動洗車機を設置している場合、県又は中核市（高松市・松山
市・高知市）に届出をしている。

２．公共下水に排水する場合は、公共下水道管理者に届出をしてい
る。

②コンプレッサー等の
届出をしている

　　騒音規制法、振動規制法等県の条例に従い届出をしている。（コ
ンプレッサーの定格出力が7.5ＫＷ以上のものに限る。）

③塗装ブースの設置届
出をしている

１．労働安全衛生法に従い、有機溶剤設備設置届出をしている。
２．集塵装置等が設置されている。

④作業場や駐車場にオ
イルやＬＬＣなどがこぼ
れていない

　　作業場や駐車場等に、土壌汚染の原因となるオイルやＬＬＣな
どがこぼれていない。

⑤ごみ箱や廃棄物置場
は廃棄物があふれて
いない

１．ごみ箱や廃棄物置場には、水質汚濁や土壌汚染の原因となる廃
棄物等があふれていない。

２．廃棄物は定期的に処分し、大量に保管していない。

⑥フロンの適正な回収
に取り組んでいる

１．カーエアコンなどの修理を行う際は、フロン回収機を備えフロ
ンの回収を行っている。

２．使用者に、フロンの適正処理に関する情報を提供している。

⑦ 敷 地 内（ 作 業 場、
ショールーム、事務
所）の整理整頓、雑
草の除去を定期的に
行っている

１．作業場、ショールーム、事務所の整理整頓、雑草の除去を定期
的に行い環境美化に努めている。

２．敷地内の廃棄物（廃車、廃タイヤなど）は所定の場所に保管し
ている。
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環
境
保
全
の
向
上

⑧浄化槽（油水分離槽
を含む）の清掃を定
期的に行っている

１．年に数回程度浄化槽等の清掃を定期的に行い、オイルの流出防
止に努めている。

２．オイルの流出がない。

⑨汚泥処理の際は、マ
ニフェストを交付し
ている

１．産業廃棄物処理法に基づき、収集運搬処理業者と個別に契約を
している。

２．行政の許可証の内容（廃棄物の種類、事業区分、処理能力、許
可条件、有効期間）

⑩一般廃棄物を適正に
処理している 　　事務所から出るゴミを分別して排出している。

⑪廃棄物を焼却してい
ない 　　ダイオキシン発生の原因となる廃棄物を焼却していない

リ
サ
イ
ク
ル
部
品
の
活
用

①リサイクル部品の情
報提供をお客様に
行っている

　　整備の依頼を受けたときに、リサイクル部品の使用も可能な旨
の情報をお客様に提供している。

②リサイクル部品取扱
い工場の案内表示を
行っている

１．フロント等にリサイクル部品取扱いが可能な旨の掲示をしてい
る。

２．リサイクル部品（現物・カタログ等）の例示をしている。

③リサイクル部品入手
先の確保をしている

１．リサイクル部品の入手が可能な部品販売店を確保している
２．リサイクル部品の入手先を掲示している。

④リサイクル部品の保
証期間を明示してい
る

１．リビルト部品には保証期間を明示している。（請求書等に）
２．リユース部品の場合は、部品の保証について何らかの説明をし

ている。

⑤リサイクル部品の使
用状況について

　　ユーザーからのリサイクル部品の使用依頼に積極的に応じてい
る。
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第２号様式

事　業　等　概　要　書

平成　　年　　月　　日  現在

会　社　名

（団　体　名）

設立年月日

資　本　金
（出　資　金）

役 員 構 成

従 業 員 数

事 業 概 要

備　　考

注：備考欄には、事業種ごとの特記事項及び参考となる事項（詳しい事業内容等）につい
て記述してください。
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　全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例（苦情・問い合せ含む）のうち、今月は、11件を掲載いたします。

Ｃａｓｅ１　オイル漏れの修理に10万円超の代金を
請求された
平成28年10月５日　兵庫県
不明（消費生活センター）
車名：不明　　登録年月：不明　　走行距離：不明

【相談】
当センターに「オイル漏れと音の修理で整備工場に

修理を依頼したら10万円を超える修理代金を請求さ

れた」という相談があった。「見積りも何もなく、い

きなりこのような請求を受けたので、『高い』と苦情

を言ったところ、『分割でも払え』と言われた」とか。

貴会会員工場であるなら指導して貰いたい。例えば、

水道やガス、建築関係で作業を依頼すると必ず先に概

算見積りをして作業を始めるのに、自動車整備業界で

は見積りもなく納車まで金額を言わないというのが一

般常識なのか教えて貰いたい。

【対応】
そんなことはない。概算見積りは普通にする。問い

合わせ事業場の名を聞き所在地を確認してみたが、や

はり未認証工場のようだ。消費生活センターにも知っ

ておいて貰いたいので認証工場と未認証工場の違いを

説明し、当会から指導はできないことも理解して貰っ

た。一般ユーザーからの電話なら自己責任としてここ

で電話を切るところだ。第三者となる消費生活セン

ターなので修理内容を聞いてみたところ、消耗品（ベ

ルトやプラグなど）とともにラジエターをＡＳＳＹで

交換しており、全体金額のウエイトが大きい。ただ、

修理はオイル漏れと音なのでラジエター交換には合点

がいかない。オイルが漏れている箇所も不明でそれに

関わる部品が何も出庫されていないことから、交換し

た部品だけでは修理箇所が全く読めなかった。金額か

ら考え、「車検をしたのではないか？」とこちらが聞

いたほどだ。しかし、車検有効期間は12月まであり、

ベルトもＶベルト、ＰＳベルト、クーラーベルトを換

えているので異音修理を行っているのならベルトから

の音だとしか思えない。それにしても消耗品の交換だ

けで10万円は高価だ。当方では部品からの判断はでき

ないが、依頼したのはユーザーで車を預けたのもユー

ザー。連絡がないからと何度見積りを請求しても出さ

ず、修理が完了してから請求書と車を持って来るとい

うのは当会会員工場ではありえないほど杜
 ず さん

撰。いずれ

にしろ自己責任であることをユーザーに説明し、｢黄

色い看板の店と信頼関係を築いたうえで修理に出すよ

う消費生活センターからお願いして欲しい｣ と説明し

て、電話を切った。

Ｃａｓｅ２　車検整備後の故障について
平成28年10月18日　神奈川県　女性
車名：軽自動車　　登録年月：平成15年
走行距離：約110,000㎞

【相談】
今年の７月に整備工場に車検整備を依頼した。10月

14日夜、走行中に突然、車の前方（エンジン付近）よ

り物凄い大きな音がした。怖くなり車を路肩に止め、

損保会社のレッカーサービスを依頼した。当該整備工

場へトラブルの電話連絡を入れていたところ、営業時

間外となっていて連絡がつかなかった。そのため、レッ

カー業者に、営業している近隣の整備工場に車を運ん

全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例のご紹介
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で貰った。その工場で車を見て頂いたところ、プラグ

の締め忘れが原因で、最悪の場合はエンジン関係で高

額な費用が掛かることの説明があった。翌日、当該整

備工場に連絡したところ、工場長が近隣の整備工場に

車を引き取りに来た。整備ミスへの謝罪と共に、簡単

な修理とあまり費用も掛からないことの説明があった

が、説明内容に食い違いがあり、相談者から以下のよ

うな苦情等が寄せられた。

①故障して困っているのに、電話がつながらなくなっ

たことに対する不満。

②レッカーで運ばれた近隣の整備工場と当該整備工場

の整備内容に差があり、どちらが正しいのか不安で

ある。（当該整備工場に対する不信感）

③女性の為、整備内容及び保証について適正か分から

ない。第三者的にはどうか。

【対応】
上記について当該整備工場の工場長に確認したとこ

ろ、会社の規定により20時を過ぎると留守電になって

しまう。相談者の携帯に事務員が何度か電話を入れた

が、つながらなかった。レッカーで車が運ばれて来る

と思い、21時過ぎまでは待っていた。工場長は対応の

不備及び整備ミスを認め、再整備は無償かつ適切に行

い、再整備後の保証は当社規定10年保証を適用し誠意

を持って対応したいと説明があった。相談者に当該整

備工場は整備ミス及び応対の不備について謝罪して

いる旨を説明した。また、再整備は無償かつ適切に行

い、再整備後の保証についても当該整備工場規定の10

年保証を適用させる旨を説明し、理解頂いた。なお、

整備内容及び整備保証などを本人が確認のうえ整備依

頼をして頂きたいと伝えた。10月24日、当該整備工場

の工場長に状況確認したところ、作業時にミスがあり

終わっていない旨の説明があった。改めて相談者の不

信を招かないよう連絡を密にして頂きたいと伝えた。

11月７日、当該整備工場の工場長より10月末に整備が

完了し、相談者に車をお渡ししたと連絡があった。但

し、相談者の不信感は払拭出来ていない様子との説明

があった。その後、相談者及び当該整備工場からの連

絡なし。

Ｃａｓｅ３　半年経ってもミッション交換が終わらな
い
平成28年11月１日　長野県　男性
車名：乗用車　　登録年月：平成24年
走行距離：約120,000㎞

【相談】
新車で購入したが、４年で12万㎞走行後にミッショ

ン（ＣＶＴ）がおかしくなった。ディーラーで見積り

をしたところ、ミッション交換で50万円と言われた。

50万円をかけるつもりは無く、以前何度か修理をお願

いしたことのある整備工場で見積りをして貰ったら、

“中古のミッションで20万円”とのことであったため、

修理を依頼した。しかし、載せ換えが終わった車は正

常に走れる状態ではなかった。工場に確認したとこ

ろ、「４年の中でもミッションに細かいマイナーチェ

ンジがあったようだ。仕様に合ったミッションを今一

度探して今回のミッションと交換して貰い、載せ換え

ます」とのことだったのでお願いしたが、それから半

年も経っている。そのため、｢車を早く返して欲しい。

どうなっているのか｣ と確認をしたところ、「まだミッ

ションが見つかっていない。この状態でいいのなら

ミッション代工賃込で27万円支払って下さい」と言わ

れた。以前、修理をお願いしたときは、若いテキパキ

した方がすべて対応してくれたが、今回の件に関して

は、60代くらいの方が対応。半年も待たせ、直っても

いないのに27万円を支払う必要があるのか？修理を依

頼してから代車を借りているが、“代車の代金を支払

え”と言われた場合、支払わなければならないのか？

【対応】
料金に関することについては助言致しかねる旨を伝

えたのち、上記の内容から考えると、ミッション代に

ついては支払わなくても良いかと思われる。しかし、

載せ換えの工賃については作業を依頼していることか
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ら、請求をされても致し方ないかと思われるが、一般

的に直ってもいないものに請求するのは如何なものか

とは思う。代車についても、直っていないから借りて

いたのが実情であり、言い方は悪いが半年も放って置

いたのは事業者側であって、相談者に非は無いと思わ

れ、常識的には請求できないかと思われる。「あまり

事を荒立てたくは無い、今回は公正な立場での意見を

聞きたかった。今一度事業者と話し合ってみる、話し

合って先に進まないようであれば、また相談します」

とのことで、今回の相談は終了した。

Ｃａｓｅ４　長期預かり車の対応について
平成28年11月７日　神奈川県　事業者
車名：軽自動車　　登録年月：不明
走行距離：不明

【相談】
平成28年６月に車を使用している方から車検整備の

依頼があった（車の所有者・使用者は法人、社長が個

人に貸している様子）。依頼者に再三、ＯＣＲシート

の提出を求めているが、一向に持って来ない。また、

車の所有者に連絡を入れても車を貸している者に伝え

ておくと言ったきり進展しない。長期預かり車となり

困っている。車の返却方法についての問合せ。

【対応】
車は所有者が依頼者に貸していることは明らかと思

われる。依頼者の承諾なしに車を所有者に返したりす

ると思わぬトラブルに巻き込まれるケースもある為、

知り合いに弁護士等がいれば、対応方法の相談を行い

適切に処理した方が良い旨のアドバイスを行った。

Ｃａｓｅ５　レンタカー利用後の高額修理請求に不服
平成28年11月11日　福岡県　女性
車名：ワンボックス　　登録年月：不明
走行距離：不明

【相談】
＜経緯＞
・消費者は、レンタカー150㎞程利用後に燃料を給油

したところ、エンジンに異常が発生。のちレンタカー

会社から20万円の請求があった。

・故障原因はディーゼル車にガソリンを給油したた

め。修理総額60万円のうち、20万円を消費者に負担

して貰う請求内容であった。

＜相談内容＞
消費者センター担当者から、消費者の言い分とする

「レンタカーを受け取る際に説明が無かったことを理

由とした、支払いの是非」、及び「修理費用が妥当な

のか」の相談があった。

【対応】
ガソリンスタンドがセルフ給油所なのか確認したと

ころ、セルフ給油所での自己給油だったので給油所に

よる保険適用は無く自己責任を伝えた。また、給油口

には燃料の種類ごとに色分けされた識別ステッカーが

貼付してある旨を伝えた。レンタカーを受け渡す際の

説明不足を理由とした支払いの是非は、当事者間の伝

達如何によるもので、間接的に判断はつかない旨を伝

えた。修理費用の妥当性については、見積書等修理明

細が無いと確認が出来ない旨を伝え、新車同等のレン

タカー商品に不測の出費が発生したのは事実。その瑕

疵責任が全額レンタカー会社の責にあるものなのか、

また、20万円（１／３）の譲歩案が正しいのか当方で

は判断しがたい事案であり、消費者の見解とレンタ

カー会社の見解双方歩み寄ることが解決の近道である

旨を伝えた。その後、連絡は無く終了した。

Ｃａｓｅ６　点検は無料と言われたが、終了後に料金
を請求された
平成28年11月14日　愛知県　男性
車名：軽自動車　　登録年月：平成21年頃
走行距離：16,000㎞
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【相談】
来年１月に車検を迎えるが、その前に、いつも３ヶ

月ごとに実施している点検（ユーザーの希望により

３ヶ月点検を実施している）をいつも整備して貰って

いる整備工場へ依頼したところ、整備工場から、「車

検が来年１月なので、３ヶ月点検は無料でやります」

と言われた。しかし、３ヶ月点検終了後、ウォーター

ポンプの液漏れが発覚し、別途部品代と工賃で６万円

を請求された。びっくりしたと同時に、「それほど走

行距離も走ってないし、定期点検もかかさずやってい

るし、壊れるものかな」と不信感が募っているとの相

談。

【対応】
会員整備工場であったため、しっかり説明し、ユー

ザーの不信感を拭い去るように工場長から相談者に連

絡をするよう依頼した。その後、連絡はない。

Ｃａｓｅ７　全損事故後の廃車処理に不満
平成28年11月15日　福岡県　女性
車名：乗用車　　登録年月：不明　　走行距離：不明

【相談】
＜経緯＞
・交通事故当時者の母より、相談の電話が入った。

・18歳の息子がカラオケの帰り夜中に全損事故を起こ

し、事故現場から整備工場が車を撤収。

・廃車ということで関係書類を渡していたが、のちに

名義変更になっていた。

＜相談内容＞
廃車により重量税やリサイクル料金、またスクラッ

プ料金等の戻りがあるのではないかと整備工場へ打診

したところ、勝手に名義変更されていた。当該車は父

が大事にしていた車であり、部品単体でも多少なり高

額になるのではないか。行きつけの整備工場に出せな

かったのが残念で、電話一本入れれば良かったと後悔。

戻り額項目の要求に整備工場は強硬にして応じてくれ

ない。近隣の整備工場でこんなに違うものなのか、と

の相談。

【対応】
廃車の関係書類を渡す際の取り交わしをどのように

されたのか確認したところ、当時、気が動転しており

口頭にて金銭上チャラ（相殺）ということだった。交

通事故に同情を示し、整備工場が言うチャラ引き渡

し（口頭成立）後の訴求の拒否は致し方がない旨を伝

え、また、書類を渡す折、事故車撤収と車両引き渡し

を分けて行きつけの整備工場に相談してみる等も可能

であったはずであり、折衝事については車所有の父親

が全面に対応すべきではないかと伝えたところ、父親

は内気で諦めているとのこと。夜間の交通事故の代償

について、不幸中の幸いで今後の教訓と受け止められ、

お礼の言葉を頂き終了した。

Ｃａｓｅ８　中古車で購入したディーゼル車のエンジ
ン不調が直らない
平成28年11月28日　秋田県　男性
車名：トラック　　登録年月：平成20年12月
走行距離：230,000㎞

【相談】
平成27年３月にＡ中古車販売店から現状にて購入

（走行距離10万㎞）。平成28年11月、エンジンが吹けな

くなりメーターパネル内の警告灯が点灯する不具合が

たびたび発生した。購入先のＡ中古車販売店（会員）

に修理依頼したが、当該販売店では修理対応できない

とのことで、近くのＢディーラー工場で修理して貰う

こととなった。修理内容はＥＧＲバルブの不良とのこ

とで、当該部品を交換、修理代約７万円を支払った。

しかし、その後もたびたび不具合が再発するので、Ｂ

ディーラーについても不信感が出たことから、以前入

庫したことのあるＣ整備工場（会員）で見て貰った。

Ｃ工場からは、全て修理すると60万円近くかかるとの

見積りであった。170万円で買った当該車両が１年半



— 27 —

でこれだけの修理代がかかることに納得がいかない。

また、中古車販売店の説明や対応にも誠意が感じられ

ず納得がいかない、との相談内容であった。

【対応】
相談者了解のもと、各関係工場に内容の確認を行っ

た。Ａ販売店によると、通常購入後半年または１万㎞

走行までの保証を付けて対応している。この度の不具

合が発生するまで１年８ヶ月、約４万㎞走行してお

り、当店としてはやるべき対応は十分させて貰ってい

る。相談者からの過剰な要求もあり、その対応に苦慮

しているところであるとの回答。Ｃ工場に見積書の内

容について確認したところ、現状の不具合内容に従っ

て外部診断機により診断し算出した見積りであり、分

解等してみなければ全て交換が必要かどうかは分から

ない。あくまで現状の見積りである旨を相談者に説明

している、との回答であった。その内容を受け、当会

より相談者に対し各関係工場からの聴取内容、及びＣ

工場からの見積り内容について詳しく説明した。また、

当該不具合については、購入後約４万㎞走行し１年以

上の期間を経過していること及び多走行車であること

から経年劣化の可能性もあるので、ある程度の自己負

担も否めないことを説明した。その後、相談者からの

連絡は入っていない。

Ｃａｓｅ９　不具合は構造的欠陥ではないか
平成28年12月１日　愛知県　男性
車名：輸入車　　登録年月：不明
走行距離：約20,000㎞

【相談】
５年前に購入。10月27日、走行中センサーが点灯し、

アクセルを踏むと車がガクガクした。整備工場に修理、

見積りを依頼したところ、トランスファーギアボック

スの故障で、部品代が72万円。工賃が５～６万円かか

ると言われた。また、整備工場の責任者は、｢５年間

乗っており、年に何回かスキーへ行くとのことで、下

回りのサビがひとつの原因ではないかと思われる｣ と

話していたが、年数も経ってないし走行距離もそれほ

ど走ってないので「自動車の構造的欠陥」ではないか、

と電話があった。

【対応】
会員整備工場であったため、工場長へ連絡をし、相

談者が納得いく説明をするように伝えた。その後、整

備を完了して、12月23日に相談者に納得して頂いて納

車したとのこと。

Ｃａｓｅ10　カード支払いの場合
平成28年12月14日　兵庫県　事業者
車名：	不明　　登録年日：不明　　走行距離：不明

【相談】
車検を依頼された時の話だが、走行距離や年数など

から概算見積りを算出して提示した時点でユーザーか

ら値引きを要求されることがある。もっとも金額に合

意すれば問題なく作業にかかるが、追加作業などがな

い場合、見積り金額のまま請求書を起こす。ところが

最近、支払い時にカード決済を希望するユーザーが多

い。カードでの支払いだとカード会社から当社への入

金が１～２ヶ月遅れるだけでなく手数料も引かれ、正

直零細企業にとっては負担が大きい。そういったこと

が何台も続くと仕入先への支払いは自社で立て替える

ので、例え１ヶ月であっても余裕のない時は本当に困

る。そんなことで頭を痛め、せめて１ヶ月後納となる

分、利息として幾ばくかをユーザーから徴収できない

かと考えていた矢先、飲食店街で「カード支払いの場

合、５％の手数料を別途いただく」という看板が目に

入った。しかも気付くと飲食店街ではあちこちで見か

ける。こういった看板が堂々とたてられているところ

を見ると違法ではないようにも思えるのだが、実際の

ところ手数料（利息）をユーザーに負担して貰うのは

問題ないのか？また、受け取る利息はどれくらいが妥

当なのかも教えて欲しい。
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【対応】
相談者はまだ何も行っておらず、飲食店街を歩いて

いて「看板を見た」というだけの状況。請求してトラ

ブルになる前に聞いておきたいということでの問い合

わせ。リボ払いだと改正割賦販売法が絡むような気が

する。提携先事業者が、カード会社の設定している手

数料以外の手数料を取ると利息制限法などの法律も絡

みそう。しかし、実際はどうなのか、当方も興味があ

るので、後学のため各方面に確認した。まず、カード

で支払う場合、１回だとカード会社も手数料を徴収し

ない場合が多い。しかし、リボ払いや分割払いの場合

は、支払い回数に関わらず店側がカード会社に一定の

手数料を支払うようになっている。これが通常、利用

代金の５％前後（実際は業種によって１～10％と幅が

ある）。飲食店で見る看板の５％云々というのはまさ

しくこの手数料に合致する５％で、その５％を支払い

遅れの手数料として加算しているのだと思われる。各

方面の見解では違法ではなさそうなのだが、間違いな

くカード会社との契約違反にはなる。したがって、御

社が幾ばくかの金額（仮に５％）を上乗せしたと仮定

し、そのことをユーザーがカード会社に「手数料を取

られた」と通報すれば、御社でそのカードが使えなく

なる可能性が高くなると思われる。御社がどうするか

だが、当会があれこれ指示できるようなものではなさ

そうだと言うと、得心して電話を切った。

Ｃａｓｅ11　ＣＶＴオイルを交換したら走行不能に
なった
平成28年12月７日　栃木県　男性
車名：乗用車　　登録年月：平成20年１月
走行距離：77,000㎞

【相談】
ＣＶＴが不良になり、走行不能となった。

・平成25年１月、カー用品店で車検、ＣＶＴオイル交

換。その後、平成25年11月ごろ少し不具合（ギクシャ

ク感）を感じるが、そのまま乗り続けた。

・平成27年１月、カー用品店で車検、ＣＶＴオイル交

換。この時、不具合を少し感じていることは言って

いない。

・平成28年11月、ギクシャク感が大きくなりついに走

行不能となったため、ディーラーに入庫。ディーラー

では、純正オイルを使用していないための不具合で

はないかとの説明があったため、カー用品店に整備

ミスではないかと申し入れた。カー用品店はオイル

を調べた結果、問題ないので保証はできないとの回

答。また、ディーラーから代替えの提案があったた

め査定したが、値段はつかない（０円）状況となった。

不具合により不利益を被ったことから納得がいかな

い。カー用品店に責任がないのか、また保証して貰

える方法はないか。

【対応】
・メーカー保証、車検時の整備保証、汎用ＣＶＴオイ

ルについて説明し、車検時に不具合を感じているこ

とを申し出ていないことから、責任追求は難しいの

ではないかと回答。

・相談者本人が、ディーラーにて純正ＣＶＴオイルで

なければ不具合が発生する場合がある理由を聞き、

故障原因を詳しく調べて貰ったうえでカー用品店と

再度折衝することとなった。
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スキャンツール活用事業場認定制度がスタートしました
　平成25年４月１日よりスキャンツール活用事業場認定［コンピューター・システム診断認定店］
の申請が始まります。認定事業場には下記ツール（のぼり、卓上盾、看板）の掲示が可能となり、
お客様に事業場をアピールするツールとして、ご活用いただけます。

認定要件　①スキャンツール応用研修修了者
　　　　　　又は、一級小型自動車整備士が１名以上勤務していること。
　　　　　②スキャンツールを保有していること。

（J-OBD Ⅱ対応、DTC の読み取り・消去、作業サポート、フリーズフレームデータ、
データモニター、アクティブテストの機能を有するもの。）

　　　　　③ FAINES 通常会員に加入していること。
　　　　　④振興会会員であること。
　　　　　⑤上記ツール（のぼり、卓上盾、看板）のどれか一つ以上の購入

申請に必要なもの
　　　　　・申請用紙⇒ホームページ又は、次ページをコピーしてください。
　　　　　・スキャンツールの写真
　　　　　・応用研修修了証又は一級小型自動車整備士の合格証の写し（コピー）
　　　　　　＊認定には数日お時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。

のぼり（W600㎜× H1,800㎜）
2枚一組、竿無し 1,905円（税抜）

卓上盾（W180㎜× H240㎜）
2,857円（税抜）

看板（W600㎜× H498㎜）
4,333円（税抜）

整
　
　
備
　
　
士

事
　
　
業
　
　
場

申し込み 申請

認定修了証

都　道　府　県　自　動　車　整　備　振　興　会

スキャンツール
活用研修会の開催

◦基本研修（24年４月～）
◦応用研修（25年４月～）

認定審査（25年４月～）

◦応用研修修了者又は
　一級自動車整備士
◦スキャンツール保有
◦ FAINES 加入

研修修了証の交付 コンピュータ・システム
診断認定店

スキャンツール活用事業場認定制度フローチャート
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 NO　　　　　　　　　

スキャンツール活用事業場認定申請書
［コンピューター・システム診断認定店］

平成　  　年　  　月　  　日

住所 電話番号

 認証番号

事業場名 ㊞　  FAINES 会員番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．応用研修修了者又は一級整備士【応用研修修了証又は一級整備士合格証書のコピーが必要となります。】

応用研修修了者又は一級整備士

氏名
応用研修修了証番号又は一級整備士合格証

番号

２．保有スキャンツール【写真が必要となります。】

メーカー名　　　　　　　　　　機種名 シリアル NO

　保有する機能に○をつけてください。

J － OBD Ⅱ対応 データモニター フリーズフレームデーター

DTC 読み取り・消去 作業サポート アクティブテスト

３．認定ツール【１つ以上の購入が必要となります。】

看板（N43720024）

４，３３３円（税抜）

卓上盾（N43710024）

２，８５７円（税抜）

のぼり旗（N43730024）

１，９０５円（税抜）

枚 枚

（２枚一組・竿なし（注））

セット

　＊ツール代金は後日、商品と引き換えでいただきます。

　＊振興会記入欄

振興会認定日

平成　　　　年　　　　月　　　　日

備考

愛媛県自動車整備振興会
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インターネットを利用して

自動車整備に必要な情報をゲット！！

ＦＡＩＮＥＳでできること

・メーカーのマニュアルが直接閲覧できる。

・故障整備事例＆アドバイス情報を入手できる。

・各車種の主要諸元値、点検基準値、標準作業点数が確認できる。

・リコール情報が入手できる。

・ｅｔｃ・・・。

入会金（初回のみ） １２，０００円

基本料金（月額） １，３００円 （３カ月毎の引き落とし）

FAINES に関するお問合せは、自動車整備振興会技術・教育課まで。

※ 表示金額は全て消費税抜きの金額です
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技術相談窓口相談ルール厳守のお願い
並びに厳守事項と依頼書の一部変更について

平成27年９月３日に各ディーラー技術相談窓口担当者と振興会技術委員会委員による「技術
相談窓口担当者意見交換会」を開催しました。

その際、各ディーラー相談窓口の実態と要望を伺ったところ、次の通り現状は、各担当者か
ら同じような実態と要望がありましたので、再度次ページの『技術相談にあたっての厳守事項』
を確認のうえ、相談をお願いします。

今回、『技術相談にあたっての厳守事項』と『整備技術相談依頼書』の一部変更しましたので、
併せてお知らせします。なお、アンダーライン部分が変更箇所となります。

各ディーラー技術相談窓口の現状

・ＦＡＸなしで電話での問い合わせが非常に多い。
→回答するための資料などが準備できないため、回答に時間がかかってしまいます。また、

車両情報がなければ装備などもわからないため、どこを確認すればいいかの範囲が広くなっ
てしまいます。

・現車の点検、確認等を行わず、症状だけで答えを聞いてくる。
→担当者が実車を確認しているわけではないので、不具合部位の推定範囲を小さくするため

に、点検内容や問診内容が重要になります。その情報が少ないほど推定範囲は広くなります。
車の部品個数は約５万にもなります。その中から少しでも推定範囲を小さくしたいもので
す。

・相談時間外（昼休みや夜の業務時間外など）に問い合わせがある。

・問い合わせ者の都合で時間をせかされる。
→担当者の業務は相談窓口の対応だけではありません。自社の仕事を行いながら平行して相

談にのっていただいております。同時に行う業務も多数あります。時には出張もあります。
相談者の先にお客様が待っているのも知っています。相談者には相談者の、担当者には担
当者の都合があります。相談者、担当者、どちらも少しでも円満に話がすすむように、また、
ユーザーにご不便をかけないためにも、ルールを守りましょう！

厳守事項

ＦＡＸ前に担当者にＦＡＸを送る事を電話で伝え、ＦＡＸを送る。

ＦＡＸが届かない場合は、相談に応じません。

＊ 相談後は、結果を報告しましょう！  担当者も人間です。相談ルールを守り、結果の報告が
あれば、次回も丁寧に相談にのっていただけるでしょう！
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必ず守ってください！

技術相談にあたっての厳守事項

厳守事項を守らない方は、技術相談に応じられません。

１．事前に相談窓口担当者に電話し、これから『技術相談依頼書』（別紙）を FAX する

ことを伝えます。その際に 社名、担当者名 を申し出てください。ＦＡＸ
による事前相談がないと、相談に応じられません。

２．事前に 基本点検、ダイアグ診断 等を備え付けの整備マニュアルや技術

資料又はＦＡＩＮＥＳ（ファイネス：整備情報システム）で確認して点検を行い、『技

術相談依頼書』に必要事項（点検結果等）をもれなく記入し、相談窓口担当者にＦＡ

Ｘしてください。

３．相談は、上記２．で基本点検、ダイアグ診断等を行った、整備主任者、２級整備士で 

技術に関して詳しい方 が行ってください。

４．相談時間帯は、 午前10時～午後４時 までとし、昼食時（12時～13時）は

避けること。

５．相談内容は、原則として 15分以内 で行うこととします。

６．担当者が休みの場合があります。予めご了承ください。

７．取扱車種以外の相談、質問はしないでください。

８．タイミングベルト 及び セキュリティー関係（イモビライザ、スマー

トキー等）の相談は お断りします。（タイミングベルトは、商工組合でマニュ

アルをお買い求めいただくか、ＦＡＩＮＥＳにご加入ください。）

９．諸元・基準値及び整備料金に関する相談は、お断りします。

10．フリーダイヤルでの技術相談はお断りします。

11．整備マニュアル等自動車メーカーの著作物をコピー、ＦＡＸすることは自動車メー

カーの著作権を侵害する恐れがありますので、相談に当たって、これらを要求する

ことは厳に慎んでください。

12．相談後は、相談窓口担当者に結果報告とお礼のＦＡＸをしてください。
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Ⅴ．
整備技

術

関係情
報

当該技術相談は（一社）福岡県自動車整備振興会の
ご協力により情報提供を受けたものです。
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平成28年度　車検台数報告

（平成29年３月分）

Ⅵ．
統 計

・

資料関
係

登録自動車

平成29年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

３月 630 811 24,795 3,034 25,425 3,845 205,361 33,170

対前年同月比 140.9% 102.0% 114.4% 105.8% 114.9% 104.9% 103.3% 97.5%

前年同月 447 795 21,676 2,869 22,123 3,664 198,876 34,037

軽自動車

平成29年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

３月 495 228 21,476 4,301 21,971 4,529 175,522 38,706

対前年同月比 114.3% 95.0% 106.1% 100.9% 106.2% 100.6% 102.2% 99.5%

前年同月 433 240 20,249 4,264 20,682 4,504 171,775 38,914

登録車・軽

平成29年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

３月 1,125 1,039 46,271 7,335 47,396 8,374 380,883 71,876

対前年同月比 127.8% 100.4% 110.4% 102.8% 110.7% 102.5% 102.8% 98.5%

前年同月 880 1,035 41,925 7,133 42,805 8,168 370,651 72,951
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四国の自動車保有台数と販売状況（速報）
平成　		年　		月の29　 ３

四国運輸局

徳　　島 香　　川 愛　　媛 高　　知 計

検
　
　
　
査
　
　
　
自
　
　
　
動
　
　
　
車

前 年 同 月 末 車 両 数 314,312 399,544 488,058 252,293 1,454,207
前 月 末 車 両 数 315,853 402,999 491,775 254,466 1,465,093

登
　
録
　
自
　
動
　
車

新
　
規
　
登
　
録

新
　
車

前　 月 1,762 2,445 2,785 1,559 8,551
当　 月 2,572 3,449 4,046 2,258 12,325
前 月 比 146.0 141.1 145.3 144.8 144.1

中
　
古

前　 月 470 654 675 333 2,132
当　 月 682 855 947 479 2,963
前 月 比 145.1 130.7 140.3 143.8 139.0

計
前　 月 2,232 3,099 3,460 1,892 10,683
当　 月 3,254 4,304 4,993 2,737 15,288
前 月 比 145.8 138.9 144.3 144.7 143.1

抹 消 登 録 4,414 5,699 6,871 3,561 20,545
管 轄 変 更（ 入 ） 1,048 1,868 1,940 630 5,486
管 轄 変 更（ 出 ） 1,258 2,164 2,240 1,093 6,755

小 型 二 輪 車　 増 減 －139 －153 －270 －155 －717
当 月 末 車 両 数 314,344 401,155 489,327 253,024 1,457,850

対 前 年 同 月 比 100.0 100.4 100.3 100.3 100.3
対 前 月 比 99.5 99.5 99.5 99.4 99.5

軽
　
　
　
自
　
　
　
動
　
　
　
車

前 年 同 月 末 車 両 数 305,088 380,971 525,563 308,121 1,519,743
前 月 末 車 両 数 309,088 386,215 532,466 312,329 1,540,098

検
査
対
象
軽
自
動
車

届
　
　
　
　
　
出

新
　
車

前　 月 1,377 2,164 2,436 1,601 7,578
当　 月 1,713 2,594 3,273 2,020 9,600
前 月 比 124.4 119.9 134.4 126.2 126.7

中
　
古

前　 月 417 461 603 416 1,897
当　 月 475 560 723 489 2,247
前 月 比 113.9 121.5 119.9 117.5 118.5

計
前　 月 1,794 2,625 3,039 2,017 9,475
当　 月 2,188 3,154 3,996 2,509 11,847
前 月 比 122.0 120.2 131.5 124.4 125.0

検 査 証 返 納 5,613 6,459 8,887 5,665 26,624
転 入・ 転 出 1 －97 61 －363 －398

軽 二 輪 車　 増 減 －161 －204 －246 －228 －839
当 月 末 車 両 数 305,503 382,609 527,390 308,582 1,524,084

対 前 年 同 月 比 100.1 100.4 100.3 100.1 100.3
対 前 月 比 98.8 99.1 99.0 98.8 99.0

総
　
合
　
計

前 年 同 月 末 車 両 数 619,400 780,515 1,013,621 560,414 2,973,950
前 月 末 車 両 数 624,941 789,214 1,024,241 566,795 3,005,191
当 月 末 車 両 数 619,847 783,764 1,016,717 561,606 2,981,934

対 前 年 同 月 比 100.07 100.42 100.31 100.21 100.27
対 前 月 比 99.18 99.31 99.27 99.08 99.23

小型二輪車増減欄は、当月の小型二輪車の増減車両数の差引値
検査対象軽自動車の転入・転出欄は、当月の検査対象軽自動車の転入・転出による増減車両数の差引値
軽二輪車増減欄は、当月の軽二輪車の転入・転出による増減車両数を除いた増減車両数の差引値（速報値）
総合計の対前年同月比及び対前月比は、変化が小さいため小数点以下第２位まで算出している
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Ⅶ.
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㈱日本政策金融公庫の貸付利率の
改訂について

　㈱日本政策金融公庫における、貸付（融資）期間の一部の利率が改訂

されたのでお知らせいたします。

　詳細につきましては、日本政策金融公庫ホームページ「http://www.

jfc.go.jp/」の金利情報及び融資制度をご覧ください。

　

記

貸付制度等 新利率（年利％） 旧利率（年利％） 実施日

基準利率
１. ２１

（１. １６～２. ３５）
１. ２１

（１. １６～２. ３５）
４月12日

小規模事業者
経営改善資金

１. １１ １. １６

（注１）基準利率は、貸付期間５年以内の利率です。

（注２）基準利率の（　）外は、中小企業事業の標準的な利率です。また、

（　）内は、国民生活事業の担保を提供する融資の利率です。

（注３）「小規模事業者経営改善資金」は、国民生活事業の「特利Ｆ」の

利率です。

―	各商工組合・道内事業協同組合の皆様へ	―
皆さまからの“ふれあい情報”をお待ちしております。
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中小企業信用保険法第２条第５項第５号
（セーフティネット保証５号）に基づく
指定業種のお知らせ
（平成29年４月１日～平成29年６月30日）

　中小企業庁より、平成29年度第１四半期（平成29年４月１日から６月30日）に対象とな

る指定業種が公表され、自動車一般整備業（自動車分解整備業を含む）が継続指定される

ことになりましたので、お知らせいたします。
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・
・
・
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（＋消費税）

　改正個人情報保護法が平成29年５月30日より全面施行されます。これまでは「保有する個人情報の

数が5,000以下の事業者」には個人情報保護法が適用されませんでしたが、今回の改正により「個人情報

を取り扱うすべての事業者が個人情報保護法の対象」となります。対策はお済でしょうか？数字ではわ

かりませんが、お客様との信頼関係、事業の継続に係わる大切な部分になると思います。

　さて、商工組合では、以前お送りしたカタログ　「パートナー９」45ページに「個人情報保護法対応ア

イデア商品」というのがあるのをご存じでしょうか？下記にそのページを記載させていただきますので、

今後の事業活動に是非ご活用ください。
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指定工場の皆さんへ

自動車検査員必携
　　追録第16号発行のお知らせ

　自動車検査員必携・追録第16号（平成28年10月１日現在）

が発行されましたので、お知らせいたします。追録第15

号まで差替え済みであることをご確認の上、商工組合５番

窓口でお買い求めください。

　各事業場における必要数をご確認の上ご注文いただきま

すよう、ご協力をお願いいたします。

販売価格　　１，０８０円（税込）
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組合員

（電話番号の掛け間違いにご注意ください）
会社：０９２－２９２－４４３９
携帯：０９０－８８３６－７７８４商品概要問合わせ先：㈲Ｄ１ケミカル　TEL：０９２－２９２－４４３９



— 65 —



— 66 —

点検区分等 　

　 対 象 車 種

主　な　車　種　等

定期点検の間隔 車検証の 
有効期間

使用記録簿 
（車検）

月
か
３

３
表
別

月
か
３

４
表
別

月
か
６

５
表
別 １
　
　

年 ６
表
別 １
　
　

年 ７
表
別 初
　
　

回 降
以
目
回
２ 認

　
　

証

指
　
　

定

運　

送　

事　

業　

用

客
旅 普通・小型 バス、タクシー、ハイヤー ○ １年 1 8

軽 軽福祉タクシー ○ ２年 1 8

貨
　
物

車両総重量８ｔ以上

貨物運送事業者のトラック（３輪車含む）

○ １年 1 8
車両総重量８ｔ以上（トレーラ） ○ １年 2 9
車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 1 8
車両総重量８ｔ未満（トレーラ） ○ 2年 1年 2 9
軽（旅客を除く） ● ２年 6 11
二輪 ● 3年 2年 7 12

柩
霊 通常タイプ 霊柩車 ○ ２年 1 8

定員11名以上 霊柩車バス形状 ○ １年 1 8

自　

家　

用

貨
　
物

車両総重量８ｔ以上

トラック（３輪車を含む）

○ １年 1 8
車両総重量８ｔ以上（トレーラ） ○ １年 2 9
車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 3 10
車両総重量８ｔ未満（トレーラ） ○ 2年 1年 3 10

軽 ● ２年 6 11
定員11名以上 バス、マイクロバス ○ １年 1 8
幼児専用車 園児送迎車（大人換算10名以下） ○ １年 3 10

用
乗

普通・小型
一般の乗用車（マイカー）

● 3年 2年 5 11
軽 ● 3年 2年 6 11
三輪 ○ ２年 3 10

輪
二 小型 250ccを超えるバイク（側車付二輪自動車含む） ● 3年 2年 7 12

検査対象外軽自動車 125ccを超え250cc以下のバイク（側車付二輪自動車含む） ● な　し 7

特
　
種

普通・小型 キャンピング車 8t以上○ ○ ２年 1又は3 8又は10

物
貨 車両総重量８ｔ以上 給油車、タンク車、給水車、現金輸送車、 

コンクリートミキサー車、ボート・トレーラー、 
冷蔵冷凍車、活魚運搬車、散水車、塵芥車

○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9

車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 3 10

軽 ● ２年 6 11

殊
特
型
大 車両総重量８ｔ以上 ホイール・クレーン ○ ２年 1 8

車両総重量８ｔ未満 フォークリフト ○ ２年 3 10

物
貨 車両総重量８ｔ以上 ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー ○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 3 10

検査対象外軽自動車 そり付、カタピラ付軽自動車 ○ な　し 3

レ　

ン　

タ　

カ　

貨
　
物

車両総重量８ｔ以上
トラック（３輪車を含む）

○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ ﾄﾚｰﾗ○ 2年 1年 1又は2 8又は9

軽 ○ ２年 3 10
定員11名以上 マイクロバス ○ １年 1 8
幼児専用車 園児送迎車 ○ １年 1 8

乗
　
用

普通・小型
一般の乗用車（マイカー型）

○ 2年 1年 3 10
軽 ○ ２年 3 10
三輪 ○ 2年 1年 1 8

輪
二 小型 250ccを超えるバイク（側車付二輪自動車含む） ○ 2年 1年 3 10

検査対象外軽自動車 125ccを超え250cc以下のバイク（側車付二輪自動車含む） ○ な　し 3

特
　
種

普通・小型 キャンピング車 ○ 2年 1年 1 8

物
貨 車両総重量８ｔ以上 タンク車、冷蔵冷凍車等 ○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ ﾄﾚｰﾗ○ 2年 1年 1又は2 8又は9

軽 ○ ２年 3 10

殊
特
型
大 車両総重量８ｔ以上 ホイール・クレーン ○ 2年 1年 1 8

車両総重量８ｔ未満 フォークリフト ○ 2年 1年 1 8

物
貨 車両総重量８ｔ以上 ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー ○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ ﾄﾚｰﾗ○ 2年 1年 1又は2 8又は9

検査対象外軽自動車 そり付、カタピラ付軽自動車 ○ な　し 1

自動車検査証の有効期間及び定期点検の間隔・使用記録簿の早見表
２０１３.９

※別表３　　事業用等
　別表４　　被牽引自動車
　別表５　　自家用貨物等
　別表６　　自家用乗用等
　別表７　　小型二輪等

※記録簿　 認証 …№１ 事業用等・№２ 被牽引自動車・№３ 自家用貨物等・№４ 自家用乗用等（1年）・
　　　　　 　　 　№５ 自家用乗用等（2年）・№６ 自家用乗用等（軽）・№７ 二輪自動車
　　　　　 指定 …№８ 事業用等・№９ 被牽引自動車・№ 10 自家用貨物等・№ 11 自家用乗用等・№ 12 二輪自動車
　

　　　　　　 点検基準は別表４、記録簿は認証が№２、指定が№９
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